
児童・生徒のボランティア活動推進事業実施要綱 

 

平成８年４月１日 

改正 平成１１年４月 １日       

平成１３年４月 １日       

平成１９年６月２６日 告示第２号 

 

（目的） 

第１条 小・中学校・高等学校において児童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、

社会奉仕・社会連帯の精神を養うとともに、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図るこ

とを目的とする。 

 

（事業の推進方法） 

第２条 町内の小学校・中学校・高等学校（現に同種の指定を受けている学校は除く）の中から児童・

生徒のボランティア活動推進事業校（以下「推進校」という。）として選定し実施する。 

２ 推進校においては、それぞれの地域の実情に合わせ、社会福祉に関わる活動を行う。その具体的

内容としては、次のような例が考えられる。 

 １）広報・啓発活動 

    福祉に関連した講演会、映画会、展示会等の開催、学校新聞等の作成・配布等 

 ２）調査・研究活動 

校内教諭･児童･生徒の福祉意識調査、各児童･生徒の福祉への理解についての研究等（学校同

士連携しての研究活動でも可） 

 ３）体験学習を目的とした実践活動 

社会福祉施設等の訪問、交流活動、地域の高齢者や障がいのある人等福祉当事者との交流等 

 ４）社会福祉関係行事への参加 

ボランティア講座、赤い羽根募金等の校内募金・街頭募金協力等 

 ５）その他、目的達成のため必要な活動 

 

（指定期間） 

第３条 本事業の指定は単年度指定とする。 

 

（推進校の指定） 

第４条 事業を実施しようとする学校は、様式第１号「児童・生徒のボランティア活動推進事業申請

書」及び様式第２号「児童・生徒のボランティア活動推進事業助成金申請書」を社会福祉協議会へ

提出する。 

２ 申請のあった学校の中から事業内容を検討し、適当であると判断した申請案件について推進校と

して指定し、実施計画及び予算等に基づいた活動助成金の交付を行う。 

 

（活動助成金の交付） 

第５条 社会福祉協議会は、推進校の活動を援助するため推進校に対して予算の範囲内において活動

助成金を交付する。 

２ 助成金額は１ヵ所５万円を上限額とする。 

 

（助成金の使途） 

第６条 児童・生徒のボランティア活動推進事業の実施に必要な経費とし、目的以外に使用すること



はできない。 

 

（報告書の提出） 

第７条 指定を受けた推進校は、事業終了後１か月以内に様式第３号「児童・生徒のボランティア活

動推進事業実績報告書」を社会福祉協議会へ提出するものとする。 

 

（その他） 

第８条 以上の条項に明記していない事案について、検討が必要な場合は、当該申請者等と社会福祉

協議会において協議し、社会福祉協議会会長が決定する。 

 

 

 附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

 １ この要綱は公布の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱施行前に旧要綱の規定によって指定したものについては、なお従前の例による。 

  附 則（平成１９年告示第２号） 

 この要綱は、平成１９年６月２６日から施行する。 


